


公定価格について（単価の考え⽅と算定⽅法）

○ 公定価格は、施設の種別や定員、所在する地域、子どもの認定区分（１～３号）、年齢に応じて、
教育・保育に通常要する費用の額※を勘案して、子ども1人当たりの単価として、設定している。

※人件費・事業費・管理費について対象となる費目を積み上げ。

○ 子ども一人当たりの単価は、共通して適用される「基本分単価」に加え、要件を満たした場合に適
用される「加算」・「減算」の仕組みがある。

■基本的な算定方法

月初日の

在籍子ども数

施設型給付費※や委託費
として支払われる

（月払い）
基本分単価 ＋ 加算 － 減算

■基本分単価や加算のイメージ

□／100
地域

□□人
～

△△人

２号
４歳以上児（３０:１） 円 円

３歳児（２０：１） 円 円

３号
１・２歳児（６:１） 円 円

０歳児（３:１） 円 円

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢
区分

保育必要量

保育標準時間 保育短時間

職員配置加算（３歳児）

主任保育士専任加算

処遇改善等加算Ⅰ

処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ

栄養管理加算

円

円

円× ％（加算率）

円

円

主な加算（例）

＋

定員を恒常的に

超過する場合

土曜日に閉所す

る場合

α×□/１００

円

β×□/１００

円

主な減算（例）

ー

※施設で徴収する利用者負担額を除いた額

※αやβは基本分単価や加算
の合計額。
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趣旨 対象者 主な要件 賃⾦改善の
⽅法 加算額の算定⽅法

賃⾦改善
の確認の

有無

処遇改善
等加算Ⅰ
（基礎分）

職員の平均経験
年数の上昇に応じ
た昇給に充てる

全職員 ①施設の平均経験年数に応じた加算率の認定 定期昇給等に
充当

在籍児童数×処遇Ⅰ単価×加算率

※加算率は職員の平均経験年数（０〜10年以上）
に応じて、２〜12％で設定

なし

処遇改善
等加算Ⅰ
（賃⾦改善
要件分）

賃⾦改善・キャリア
パスの構築の取組
に応じた処遇改善

全職員 ①賃⾦改善計画（実績報告）書の提出、具体
的な内容を職員に周知
②基準年度（前年度）の賃⾦⽔準との⽐較
③キャリアパス要件（職位・職責等に応じた賃⾦体
系等の整備や資質向上の計画や研修の実施等）

基本給、⼿当、
賞与⼜は⼀時
⾦等により改
善

在籍児童数×処遇Ⅰ単価×加算率

※加算率は6%（平均勤続年数が11年以上の場合は
7%、キャリアパス要件を満たさない場合は▲2%）

あり

処遇改善
等加算Ⅱ

技能・経験の向上
に応じた処遇改善

副 主 任 保
育⼠等
職 務 分 野
別 リ ー ダ ー
等

①賃⾦改善計画（実績報告）書の提出、具体
的な内容を職員に周知
②基準年度（前年度）の賃⾦⽔準との⽐較
③職位・職責等に応じた賃⾦体系等の整備
④加算対象者は⼀定の研修の修了等が必要
⑤加算額の配分ルールあり（⽉額４万円対象
者は実際に１⼈以上確保が必要等）

基本給⼜は決
まって毎⽉⽀
払われる⼿当
により改善

4万円×公定価格上の基礎職員数の1/3
5千円×公定価格上の基礎職員数の1/5

※在籍児童数は公定価格上の基礎職員数における年
齢別配置基準の職員数の計算の際に使⽤

あり

処遇改善
等加算Ⅲ

賃⾦の継続的な
引上げ（ベースアッ
プ）による処遇改
善

全職員 ①賃⾦改善計画（実績報告）書の提出、具体
的な内容を職員に周知
②基準年度（前年度）の賃⾦⽔準との⽐較
③2/3以上は基本給・決まって毎⽉⽀払われる
⼿当により改善

基本給、⼿当、
賞与⼜は⼀時
⾦等により改
善

９千円×公定価格上の基礎職員数

※在籍児童数は公定価格上の基礎職員数における年
齢別配置基準の職員数の計算の際に使⽤

あり

※処遇改善等加算Ⅲの対象者（全職員）には法人役員を兼務する施設長は除く。

処遇改善等加算Ⅰ〜Ⅲの概要
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○ 保育士等の処遇改善については、平成25年度以降、累計＋23％の給与改善及び別途月額最大４万円の給与改善を
進めてきた。公定価格の加算により実施される処遇改善等加算については、これまで３種類の加算（Ⅰ～Ⅲ）を設
けてきたが、これらの加算は、それぞれ、趣旨や対象者、要件、加算額の算定方法等が異なっている。

（※）処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲ

・処遇改善等加算Ⅰ(H27～）：全ての職員を対象に、平均経験年数・キャリアパスの構築等に応じ加算率（最大19％）を設定し処遇改善を実施

・処遇改善等加算Ⅱ(H29～)：中堅職員や専門リーダーを対象に、技能・経験に応じて月額４万円又は月額５千円の処遇改善を実施

・処遇改善等加算Ⅲ(R４～)：全ての職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提に、月額９千円の処遇改善を実施

〇 また、処遇改善等加算は加算額を確実に人件費（賃金改善）に充てることを条件としていることから、施設から
各加算ごとに賃金改善計画書と実績報告書の提出を求め、地方公共団体において確認を行う仕組みとなっている。
（※）賃金改善計画書の提出は、令和６年度より、事務負担の軽減を図る観点から、原則廃止。

〇 一方で、こうした複数の異なる加算制度や加算を取得するための仕組み（手続き）に対しては、施設や地方公共
団体等から、制度が複雑でわかりにくく、事務作業も煩雑で、多大な事務負担が発生しているという指摘がある。

〇 また、今般策定されたこども大綱（令和５年12月）等では、制度があっても現場で使いづらい、執行しづらいと
いう状況にならないよう、申請書類の簡素化・統一化などを通じ、事業者や地方公共団体の手続・事務負担の軽減
を図る旨の方針が示されていることや、介護・障害分野の状況も踏まえ、処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲの一本化に向けて
検討を行ってはどうか。

（※）介護分野においては、人材確保に向けて、事務負担の軽減等を図り、処遇改善の措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する

  観点から、処遇改善に係る加算の一本化を実施することとされている。

現状・課題

処遇改善等加算Ⅰ〜Ⅲの⼀本化について

→ 処遇改善等加算の一本化について、令和７年度に向けて、以下の視点により具体的に検討していくこととしたい。

〇加算の趣旨や要件（賃金改善の方法や研修の修了等）、加算額の算定について、どのように整理するか。

〇対象者・配分ルールをどう整理するか。特に、処遇改善等加算Ⅱの取扱いを検討する必要があるのではないか。

〇賃金改善の確認方法は、各加算ごとに、賃金改善計画書（実績報告書）で確認を行っているが、一本化す

  る場合は、賃金改善の確認方法や書類を統一化する必要があるのではないか 等

検討の視点

第５回子ども・子育て支援等分科会
2024年２月19日 資料８
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1号（幼稚園） ２・３号（保育所）

加算（人件費）

・副園長・教頭配置加算
・３歳児配置改善加算（20：１→15：１）
・４歳以上児配置改善加算（３0：１→２5：１）
・満３歳児対応加配加算（６：１）
・講師配置加算
・チーム保育加配加算
・通園送迎加算 ・給食実施加算
・事務職員配置加算 ・事務負担対応加配加算
・指導充実加配加算
・主幹教諭等専任加算 ・子育て支援活動費加算
・療育支援加算
・栄養管理加算
・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分+賃金改善要件分
（６%））
・処遇改善等加算Ⅱ（月４万円・５千円）
・処遇改善等加算Ⅲ（３％程度（月額９千円））

・３歳児配置改善加算（20：１→15：１）
・４歳以上児配置改善加算（３0：１→２5：１）
・チーム保育推進加算
・事務職員雇上費加算
・高齢者等活躍促進加算
・主任保育士専任加算
・療育支援加算
・栄養管理加算
・休日保育加算
・夜間保育加算
・処遇改善等加算Ⅰ（基礎分+賃金改善要件分
（６%））
・処遇改善等加算Ⅱ（月４万円・５千円）
・処遇改善等加算Ⅲ（３％程度（月額９千円））

加算（管理費）

・小学校接続加算
・施設機能強化推進費加算
・外部監査費加算
・第三者評価受審加算
・施設関係者評価加算
・冷暖房費加算
・除雪費加算
・降灰除去費加算

・小学校接続加算
・施設機能強化推進費加算
・第三者評価受審加算
・減価償却費加算
・賃借料加算
・冷暖房費加算
・除雪費加算
・降灰除去費加算

調整
・年齢別配置基準を下回る場合
・定員を恒常的に超過する場合

・施設長を配置しない場合
・分園の場合
・土曜日に閉所する場合
・定員を恒常的に超過する場合

公定価格について（加算・調整）
○ １ 号 （ 幼 稚 園 ） と ２ ・ ３ 号 （ 保 育 所 ） の 加 算 ・ 調 整 は 以 下 の と お り 。

※１ 下線は、0.7兆円メニュー（処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分６％のうち２%は0.3兆円超メニューで実施）
※２ な お 、 認 定 こ ど も 園 ・ 地 域 型 保 育 事 業 所 に つ い て は 、 施 設 の 特 性 に よ っ て 、 こ れ と 多 少 異 な る
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保 育 D X の ⽬ 指 す べ き 姿

⾃治体
職員

保育施設
等職員

提出された書類の審査や
システムへの⼊⼒作業等の業
務負担が⼤きい

・保育施設等から提出された書類から必要
な情報を抜き出して⾃治体の業務システム
へ転記するための⼊⼒やチェック作業に多
くの時間を要する

・誤りや記⼊漏れがあった場合の施設とのや
り取りや、⼊所⼿続や制度、施設情報等
に関する保護者からの個別の問合せ対応
にも多くの時間を要する

As is
給付請求や監査の書類作
成等の事務負担が⼤きい
・給付請求や監査等の場⾯で、保育施
設等は多くの書類作成が必要であり、保
育⼠等の事務負担が⼤きい

・⾃治体により書類様式が異なるため、
複数の⾃治体で事業を⾏っている事業
者にとっては対応が⼤きな負担

・保護者からの施設⾒学予約や問合せ
への電話対応に時間を要する

・市区町村と都道府県で求められる項⽬
が重複するケースもある

多くの
書類作成…

B市
A市

C
市

⾃治体ごとに
違う様式

重複した項⽬
を何度も作業

⼊⼒作業が⼤変…

記⼊漏れ等があれば
施設に連絡

To be
オンラインでのデータ連携により、
アナログでの書類作成を不要に

⼊⼒・審査業務の負担軽減

・給付・監査等に必要な情報を、施設管理プラット
フォームに⼊⼒・アップロードすることにより、アナログ
での書類作成を不要に

・給付・監査業務の標準化を進め、⼀度⼊⼒した
情報を再度別の報告で⼊⼒する必要や、各⾃治
体独⾃の様式に対応する必要も不要に

・施設⾒学予約のオンライン化により、保護者から
の⽇中の電話対応の負担が軽減

・保育施設等の事務負担を軽減することで、こども
と向き合う時間を確保

連携基盤

⾃治体独⾃の様式への

システム⼊⼒の

サポート機能で

連携基盤

⼦育
て世
帯

保活の負担が⼤きい
・⼿続や施設の情報が散逸しているため、
必要な情報収集に⼿間と時間が掛かる

・施設⾒学は開園時間中に電話で予約す
ることが必要なため、 ⼦育てで忙しい中⼤
きな負担

・申請書への⼿書きでの記⼊や、提出のた
めに妊娠中や⼦連れで窓⼝を訪問する必
要があるなど、⼊所申請⼿続が負担

保活の⼿続がワンストップで完
結・以下の保活の⼿続が全てオンライン・ワンス

トップで可能に
①保活情報収集
②施設⾒学予約
③⼊所申請

・保護者の負担を軽減し、⼦育てと仕事・家
事との両⽴に向けた不安感やストレスを軽減

⼿続や施設の情報がまと

オンラインで、いつでも、どこでも

１つのシステム
（＝ワンストップ）
で⼿続きができる

盤

・保育施設等から施設管理プラットフォームにアップロード
されたデータを、⾃治体の業務システムに⾃動的に取り
込むことで、業務システムへの⼊⼒作業の負担軽減

・施設管理プラットフォームにおいて、給付計算等のサ
ポート機能を⼀元的に提供することで、⾃治体職員の
チェック作業を省⼒化するとともに漏れ・誤りを防⽌

・必要な保活情報を保護者が簡単に⼊⼿可能となるこ
とで、個別の問合せが減少

・⾃治体担当者の事務負担を軽減し、保育の質の向
上に関わる業務に注⼒

「保育分野における事務フロー・データ
セット等に関する協議会（第１回）」

（令和６年６⽉18⽇）資料
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保 育 D X に よ る 現 場 の 負 担 軽 減
課 題 対 策 効 果

 保育施設等のICT導
⼊は限定的で、⼿書
き、 アナログの業務も
多い。

 給付・監査の事務で、
多くの書類作成を
求められている。

 ⾃治体によって、書類
の様式も異なる。

 ⾃治体においても、
多くの書類の管理や
煩雑な審査が必要。

 情報収集、⾒学予約、
窓⼝申請等の⼿続が
バラバラで煩雑。

 ⼊所決定に多くの時
間を要すため、⼊所に
向けた準備の⽀障に。

 施設では、⾒学予約
に電話で対応。

 ⾃治体の、保育認定、
点数計算、施設割振
等の事務が煩雑。

保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備け
 保育施設等のICT導⼊や業務⽀援アプリの活⽤を推進。
 給付・監査の事務の標準化を進めて、保育施設等と⾃治体の間でオンライン⼿続

を⾏うための施設管理プラットフォーム（※）を整備。
（※）国がガバメントクラウド上で稼働する共通システムを整備し、各⾃治体はそれを利⽤することを想定。

 保育施設等は、業務⽀援システムから、施設管理プラットフォームに必要な情報を
提出、⾃治体は、施設管理プラットフォームを参照して、各種事務を効率的に処理。

 デジ⽥交付⾦TYPE Sを活⽤して保育業務のワンスオンリーを試⾏。

保活ワンストップシステムの全国展開
 ⼊所申請や届出情報の標準化を進めて、保護者・施設・⾃治体の間で保活に関す

る情報を受け渡しするための連携基盤を整備。
 保護者は、情報収集、⾒学予約、窓⼝申請等の⼀連の保活⼿続を、スマホからの

ワンストップ・オンラインで完結。
 ⾃治体は、オンライン申請された情報を業務システムに取り込むことで業務効率化。
 デジ⽥交付⾦TYPE Sを活⽤して保活ワンストップを試⾏。

 事務の効率化により、
保育⼠等がこどもと
向き合う時間を確保。

 施設の⼈材確保や働
き続けやすい職場づく
りを⽀援。

 ⾃治体の負担軽減に
より、保育の質の向上
に関わる業務に注⼒。

 保活での保護者の
不安やストレスを軽減。

 施設では、⾒学予約を
オンライン受付。

 ⾃治体の業務効率化
により、⼊所決定まで
の期間を短縮。

 マッチング精度の向上と
⾃治体事務の迅速化
により、⼊所施設への
利⽤満⾜度を向上。

施設の施設の
給付・監査事付 監査

務務
を効率化

保護者の保護者の
保活⼿続

保活に関す

保活⼿続
を効率化

理や
必要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要。。。。。。。。。。。

B
市

A
市

C
市

C 導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導

も

⼒。。。。。。。

 ⾃
点
等

 、 の

設への
向上。

66

施設管理
PF

施設管理
PF
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￥

今後の主なスケジュール
令和６
年度

令和７
年度

令和８
年度〜

 施設管理プラットフォーム、保活情報連携基盤の全国展開

 上記を踏まえ、施設管理プラットフォーム・保活情報連携基盤の仕様作成、調達・整備、試⾏運⽤

 下記の基盤構築に必要な業務フローやデータセット等の標準化の検討（本協議会・WGの射程）
 デジタル⽥園都市国家構想交付⾦（デジタル実装タイプ TYPES）による実証

国

施設レジストリ
施設情報データベース

保育ICT
システム

保育ICT
システム

保育施設

市区町村

都道府県

保育施設
A

保育施設
B

事業者S

施設管理プラットフォーム
監査モジュール 給付モジュール

独⾃補助
システムX市業務

システム Z市業務
システム

W県業務
システム

Y県業務
システム

給付や監査に必要な
データを連携

※標準的な事務フロー
やデータセットに準拠

※給付に係る単価や
ロジック、計算機能
等も提供

データ
連携

※独⾃補助制
度はサブシステ
ムで対応

給付や監査に必要な
データを参照、取得

⺠間保活システム

保活情報連携基盤

施設レジストリ
施設情報データベース

制度レジストリ
⼦育て⽀援制度データベース

⼊所関連情報
（⼿続情報、施設情報等）

業務システム
（⼦育て⽀援）

…保育施設
A

保育施設
B

ぴったりサービス/
電⼦申請システム

⼦育て世帯

データ登録

②オンライン
⾒学予約

保育ICT
システム

保育ICT
システム

①保活情報検索
②オンライン⾒学予約
③オンライン⼊所申請

③オンライン⼊所申請

③オンライン⼊所申請

②オンライン
⾒学予約

データ連携

⼿続情報・施設情報 予約管理 申請管理

使いやすいUI/UX

※システム構築
のイメージ

W県X市 Y県Z市

「保育分野における事務フロー・データ
セット等に関する協議会（第１回）」
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保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会の開催について

⼦育て関連事業者・地⽅⾃治体等の事務負担軽減や保護者の利便性向上、ひいては保育の質の向上に向けて、保育分野における⼿続・業務について、その実態を把握
するとともに、ICTを活⽤した保育業務のワンスオンリー、保活ワンストップの実現を⾒据え、標準的な業務プロセスや、事務フロー・データフロー・データセット・マスタ等について検
討を⾏うため、こども家庭庁「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業」（以下「本調査研究事業」という。）の⼀環として、保育分野における事務フロー・データセット
等に関する協議会（以下「協議会」という。）を開催する。

（１）協議会は、本調査研究事業の受託事業者（EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社。以下単に「受託事業者」という。）がこども家庭庁と協議の上、委嘱
する有識者及び⾃治体関係者等をもって構成する。

（２）協議会の座⻑（以下「座⻑」という。）は、構成員の中から、受託事業者がこども家庭庁と協議の上、指名する。
（３）座⻑は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。

（１）座⻑は、「３．検討事項」に係る専⾨的な検討を⾏うため、検討会の下にワーキング・グループを開催することができる。
（２）ワーキング・グループは、受託事業者がこども家庭庁と協議の上、委嘱する有識者及び⾃治体関係者等をもって構成する。

令和６年６⽉１８⽇〜令和７年３⽉３１⽇

（１）協議会及びワーキング・グループの庶務は、こども家庭庁及びこども家庭庁の指⽰を受けて受託事業者において処理する。
（２）協議会及びワーキング・グループは、⾃由闊達な議論を促す観点から、原則として⾮公開とするが、協議会並びにワーキング・グループの資料及び議事概要は、発⾔者

名等を付さない形で後⽇ホームページにおいて公開する。ただし、座⻑が特に必要と認めるときは、資料及び議事概要の全部⼜は⼀部を公表しないものとすることができる。
（３）この決定に定めるもののほか、協議会及びワーキング・グループの運営に関する事項その他必要な事項は、座⻑がこども家庭庁及び受託事業者と協議の上定める。

６．その他

１．⽬的

２．協議会の構成等

４．ワーキング・グループの開催等

５．開催期間

（１）地⽅⾃治体や保育施設等における給付・監査・保活等の事務・⼿続の実態を踏まえた課題の検討
（２）保育分野における標準的な業務プロセス、事務フロー・データフロー・データセット・マスタ等の検討
（３）保育分野における事務のデジタル化及びそのために必要な共通基盤の在り⽅の検討

（データベースの構築主体、各種ICTツールとのデータ連携を可能とする標準規格、ユーザーインターフェースの仕様） 等

３．検討事項

8

「保育分野における事務フロー・データ
セット等に関する協議会（第１回）」

（令和６年６⽉18⽇）資料
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松浦 ⾥美 静岡市⼦ども未来局幼保⽀援課課⻑
菅江 正幸 ⼭形市こども未来部保育育成課課⻑
飯嶋 登志伸 板橋区役所⼦ども家庭部保育サー

ビス課課⻑
⽒福 達也 ⻑崎県東彼杵町こども健康課課⻑
和⽥ 雅⼈ 富⼠通Japan株式会社（⼀般社団

法⼈こどもDX推進協会 正会員）
Public & Education事業本部社会
保障サービス事業部マネージャー

星加 良 株式会社コドモン（⼀般社団法⼈
こどもDX推進協会 施設DX委員）
社⻑室 兼 プロダクト開発部プロダクトマ

ネージャー

中坪 幸恵 ⻑野県県⺠⽂化部こども若者局こども・家庭課
課⻑

槙村 瑞光 横浜市こども⻘少年局保育・教育部保育・教
    育給付課⻑

福島 透 千葉県松⼾市⼦ども部保育課保育運営担当
室室⻑

野崎 孝幸 埼⽟県上尾市⼦ども未来部部⻑
河上 明恵 栃⽊県芳賀郡茂⽊町保健福祉課福祉係副

主幹
髙⽯ 尚和 キッズコネクト株式会社（⼀般社団法⼈こども

DX推進協会 給付DX分科会員）代表取締役
⼤森 啓太 岩⼿インフォメーション・テクノロジー株式会社

（⼀般社団法⼈こどもDX推進協会 給付DX分
科      会員）こども未来部本部⻑

⾼井 公知 東京都福祉局指導監査部指導第
⼆課⻑

川越 信⼀郎 福岡県福祉労働部⼦育て⽀援課
⻑

⻄尾 由輔 京都市⼦ども若者はぐくみ局はぐくみ
創造推進室監査担当部⻑

池⽥ 真樹 島根県松江市こども⼦育て部こども
政策課⻑

髙橋 直道 埼⽟県新座市こども未来部保育課
運営⽀援係主事

村松 輝将 荒川区⼦ども家庭部指導監査担当
課⻑

髙⽯ 尚和 キッズコネクト株式会社（⼀般社団
法⼈こどもDX推進協会 施設DX委
員）代表取締役

吉⽥ 正幸 株式会社保育システム研究所代表
畑中 洋亮 ⼀般財団法⼈GovTech東京業務執⾏理事、こども家庭庁参与
奈良⽥ 剛志 川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第１課担当課⻑
平野 裕⾒⼦ 北海道函館市⼦ども未来部⼦どもサービス課課⻑
林 真也 ⼭⼝県周南市こども未来部次⻑兼こども保育課課⻑
藪井 幹久 愛知県知多郡美浜町厚⽣部健康・⼦育て課課⻑
伊藤 唯道 全国保育協議会副会⻑
安本 照正 全⽇本私⽴幼稚園連合会評議員
篠崎 直⼈ 特定⾮営利活動法⼈全国認定こども園協会理事
岩⽥ 孝⼀ ⽇本電気株式会社（⼀般社団法⼈こどもDX推進協会 正会員）社会公共インテグレーション統括部

シニアプロフェッショナル
柿沼 祐司 富⼠通Japan株式会社（⼀般社団法⼈こどもDX推進協会 正会員）Public & Education事業本部社会保障サービス

事業部シニアマネージャー
⼩池 義則 ⼀般社団法⼈こどもDX推進協会代表理事 （オブザーバー）⽂部科学省初等中等教育局幼児教育課

保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会の構成員

保育分野における事務フロー・データセット等に関する協議会
・標準的な業務プロセス、事務プロセス・データセット等の全体像の検討

給付ワーキング・グループ
・施設型給付、施設等利⽤給付等に係る検討

監査ワーキング・グループ
・施設監査、確認監査関係等に係る検討

保活ワーキング・グループ
・保育所等⼊所申請業務関係等に係る検討

9
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児童⼿当について

第164回 地⽅分権改⾰有識者会議 提案募集検討専⾨部会
令和６年７⽉23⽇

1
4

重
点
９
：
児
童
手
当
の
支
給
に
係
る
所
得
審
査
の
廃
止
及
び
転
出
入
に
伴
う

児
童
手
当
の
消
滅
日
の
確
認
方
法
の
見
直
し
（
こ
ど
も
家
庭
庁
）



２ 事業の概要・スキーム
拡充前（令和６年９月分まで） 拡拡充後（令和６年10月分以降）

支給対象
中学校修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限
所得限度額：960万円未満（年収ベース、夫婦とこども２人）

※年収1,200万円以上の者は支給対象外
所得制限なし

手当月額

• ３歳未満   一律： 15,000円

• ３歳～小学校修了まで
第１子、第２子：10,000円 第３子以降：15,000円

• 中学生  一律：  10,000円

• 所得制限以上 一律： 5,000円（当分の間の特例給付）

• ３歳未満
第１子、第２子：15,000円 第第３子以降：30,000円

• ３歳～高高校生年代
第１子、第２子：10,000円 第第３子以降：30,000円

受給
資格者

• 監護生計要件を満たす父母等
• 児童が施設に入所している場合は施設の設置者等

同左

実施主体 市区町村(法定受託事務) ※公務員は所属庁で実施 同左

支払期月 ３回（2月，6月，10月）（各前月までの４カ月分を支払） ６回（偶数月）（各前月までの２カ月分を支払）

費用負担

児 童 ⼿ 当 制 度 の 概 要

３歳
未満

公務員非被用者被用者

児童手当

特例給付
（所得制限

以上）

児童手当

特例給付
（所得制限

以上）

３歳
以降

３歳
未満

３歳
以降

事業主 7/15 国 16/45 地方
8/45

国 2/3 地方 1/3

国 2/3 地方 1/3

国 2/3 地方 1/3

国 2/3 地方 1/3

国 2/3 地方 1/3

国 2/3 地方 1/3

国 2/3 地方 1/3

支援納付金
1/3

国 4/9
地方
2/9

所属庁 
10/10

所属庁 
10/10

支援納付金
1/3

国 4/9
地方
2/9

支援納付金
3/5

国 4/15
地方
2/15

支援納付金（※）
3/5

事業主
2/5

所属庁 
10/10

所属庁 
10/10

〇 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
〇 「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）に基づき、児童手当の抜本的拡充（①～④）を令和６年10月から実施することとし、

これらの抜本的拡充のため、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により児童手当法を改正した。
①所得制限の撤廃 ②高校生年代までの支給期間の延長 ③多子加算について第３子以降３万円とする（※）
④支払月を年３回から隔月（偶数月）の年６回とし、拡充後の初回支給を令和６年12月とする

※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担が
ある場合をカウント対象とする。

１ 事業の⽬的等

公務員非被用者被用者

※子ども・子育て支援納付金の収納が満年度化するまでの間、つなぎとして子ど
も・子育て支援特例公債を発行。

成育局 成育環境課児童⼿当管理室

1

1
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「児童⼿当の⽀給に係る所得審査の廃⽌」
についての御提案について

2

1
6



3

〇 児童⼿当は、児童を監護し、⽣計を同じくする⽗⺟等（以下「養育者」）に対し、その児童の養育に係る経済的負
担を軽減するために⽀給。

〇 養育者が複数いる場合には、同⼀の児童に係る児童⼿当が⼆重に⽀給されないよう、「児童の⽣計を維持する程度
の⾼い者」を受給資格者として認定。こうした認定は、所得制限の撤廃後においても変わらない。

 左記の場合、⽗⺟のいずれが「児童の⽣計を維持する程度の⾼い者」か否か
の判断にあたっては、⽗⺟の所得の状況を考慮し、原則として所得の⾼い⽅
（※）を児童の⽣計を維持する程度の⾼い者であるとしている。
※児童⼿当の趣旨が養育に係る経済的負担の軽減にあることから、⼀般的には、家計の主宰者とし

て、社会通念上、家計において中⼼的な役割を果たしている者（所得の⾼い⽅）に、より当該経
済的負担が⽣じていると考えられるため。

 したがって、毎年６⽉の現況確認の結果、⽗⺟の所得が逆転した場合には、
原則として、左記のように受給資格者を変更をすることが必要。

 他⽅、左記の⽗⺟の所得の逆転が⼀時的なものである場合（※）は、⽗
⺟や市町村の事務負担も鑑み、⼀時的に所得が低くなった者であっても「児
童の⽣計を維持する程度の⾼い者」として取扱うことを可能としている。

※出産に伴い所得が⼀時的に減少しても、その後所得が戻ると考えられるようなケースを想定。

 なお、⽗⺟の任意により受給資格者を選択できることとした場合（所得の多
寡という客観的な基準を⽤いない場合）には、かえって事務負担が増す可能性
があると考えている。

父
母

原則、前年所得により判断し、
所得の⾼い⽗を受給資格者として認定

父
母 所

得

原則、前年所得により判断し、
所得の⾼い⺟を受給資格者として認定

N年度

N＋１年度

所
得

所
得 所

得

児童⼿当制度の改正に伴い所得制限が撤廃されるため、⽣計中⼼者が受給者になるという考え⽅を⾒直し、夫婦の所得
によらず受給者を選択できるようにすることなどにより、年度更新の際に⾏っていた所得審査をせずとも⽀給できるよ
うにしていただきたい。

求める措置の具体的内容
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【参考】児童⼿当Q＆A集（令和４年７⽉19⽇版）（抄）

（答）
○ ⽗⺟等のうち、「⽣計を維持する程度の⾼い者」とは、⼀般的には、家計の主宰者（家計の中でより中⼼的な役割を

果たしている者）として、社会通念上、妥当と認められる者です。その判断にあたっては、まず⽗⺟等の間の所得の状
況を考慮することになり、原則として所得の⾼い⽅が「⽣計を維持する程度の⾼い者」に該当することになります。

（中略）
○ ⼀⽅で、児童⼿当の受給者及び配偶者の所得に⼀時的に逆転が⽣じた場合であっても、両者の所得がいずれも同⼀の

所得区分（所得制限限度額未満⼜は所得制限限度額以上・所得上限限度額未満）であり、かつ同⼀市町村に在住してい
る場合には、受給資格者や市町村の事務負担も鑑み、⼀時的に所得が逆転して低い者であっても「⽣計を維持する程度
の⾼い者」として判断することとして構いません。

（中略）
○ なお、⼀時的な所得の逆転とは、受給者及び配偶者の所得が同⽔準であり、例えば時間外勤務⼿当の変動によって、

毎年の所得の⾼い者が変動する場合が考えられます。また、個々のケースにより様々であり、例えば出産に伴い所得が
⼀時的に減少しても、その後所得が戻るようなケースを想定しています。

（略）

問 ⽗⺟等のうち「⽣計を維持する程度の⾼い者」の判断は、①住⺠票上の取扱い（⽗⺟のどちらが世帯主になってい
るか）、②⽗⺟等の収⼊の状況（⽗⺟等のどちらが恒常的に⾼いか）③健康保険の適⽤状況（⽗⺟等のどちらが世帯
主になっているか）④住⺠税等の扶養親族の状況（⽗⺟等のどちらの扶養親族になっているか）などの諸事情を総合
的に考慮して判断することになりますか。その場合、⽗⺟等のうち前年所得が低い⽅が「⽣計を維持する程度の⾼い
者」となることもあり得ますか。

1
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（⽬的）
第⼀条 この法律は、⼦ども・⼦育て⽀援法（平成⼆⼗四年法律第六⼗五号）第七条第⼀項に規定する⼦ども・⼦育て⽀援の適

切な実施を図るため、⽗⺟その他の保護者が⼦育てについての第⼀義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育し
ている者に児童⼿当を⽀給することにより、家庭等における⽣活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やか
な成⻑に資することを⽬的とする。

（⽀給要件）
第四条 児童⼿当は、次の各号のいずれかに該当する者に⽀給する。

⼀ 施設⼊所等児童以外の児童（以下「⽀給要件児童」という。）を監護し、かつ、これと⽣計を同じくするその⽗⼜は⺟
（当該⽀給要件児童に係る未成年後⾒⼈があるときは、その未成年後⾒⼈とする。以下この項において「⽗⺟等」とい
う。）であつて、⽇本国内に住所（未成年後⾒⼈が法⼈である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。）を有する
もの

⼆ ⽇本国内に住所を有しない⽗⺟等がその⽣計を維持している⽀給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと⽣計を
同じくする者（当該⽀給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該⽀給要件児童を監護し、
かつ、これと⽣計を同じくする者とする。）のうち、当該⽀給要件児童の⽣計を維持している⽗⺟等が指定する者であつて、
⽇本国内に住所を有するもの（当該⽀給要件児童の⽗⺟等を除く。以下「⽗⺟指定者」という。）

三・四 （略）
２ （略）
３ 第⼀項第⼀号⼜は第⼆号の場合において、⽗及び⺟、未成年後⾒⼈並びに⽗⺟指定者のうちいずれか⼆以上の者が当該⽗及
び⺟の⼦である児童を監護し、かつ、これと⽣計を同じくするときは、当該児童は、当該⽗若しくは⺟、未成年後⾒⼈⼜は⽗
⺟指定者のうちいずれか当該児童の⽣計を維持する程度の⾼い者によつて監護され、かつ、これと⽣計を同じくするものとみ
なす。

４ （略）

参照条⽂

児童⼿当法（昭和46年法律第73号）（抄）
※⼦ども・⼦育て⽀援法等の⼀部を改正する法律（令和６年法律第47号）による改正後
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「児童⼿当制度における転出⼊に伴う児童⼿当の消滅⽇の
確認⽅法の⾒直し」についての御提案について
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A市 Ｂ市
４⽉15⽇
転出届

（転出予定⽇は５⽉10⽇）

転出予定⽇を住所変更⽇と
することから、５⽉分まで
はA市において⽀給すること
を決定

４⽉25⽇
転⼊⽇

４⽉28⽇
認定請求

５⽉10⽇（転出予定⽇）
A市において受給資格者の⽀
給事由消滅処分を実施

B市からA市に対して転
出予定⽇を確認

５⽉10⽇が転出予定⽇
であることから、
B市においては６⽉分
から児童⼿当を⽀給

転出予定⽇と転⼊⽇が異なる場合の事務処理の例

〇 児童⼿当制度においては、原則として、認定請求⽇の属する⽉の翌⽉から児童⼿当を⽀給することとなっている。受給資格者が他の市区町
村の区域内に住所を変更した場合には、住所を変更した後15⽇以内に認定請求をしたときは、当該住所を変更した⽇の属する⽉の翌⽉か
ら児童⼿当を⽀給することとしている。

〇 「住所を変更した⽇」とは、他の市区町村に転出した⽇をいうが、住⺠基本台帳法上の事務処理としては、「転出予定⽇」をもって住⺠票が
消除されることなどを踏まえ、実務上の取扱いとしては、住⺠基本台帳法上の「転出予定⽇」をもって「住所を変更した⽇」としている。

【①について】
 住⺠基本台帳ネットワークシステムや情報提供ネットワークシス

テムを活⽤した「転出予定⽇」の確認については、関係省庁とも
協議の上、必要な検討を進める。

【②について】
 市町村間の電話連絡を⼀定程度減少させる効果があると考え

ているが、転⼊先⾃治体で児童⼿当の認定請求者が連絡票を
持参しないケースがあるなど、その効果に限界もあると考えている。

【③について】
 現⾏の取扱いであれば、左記のA市は転出者の「転出予定⽇」

をもって当該転出者に係る児童⼿当の⽀給額や⽀給事由消
滅処理を⾏う⽇を確定させることが可能。

 他⽅、「転⼊⽇」を「住所を変更した⽇」の基準⽇とすると、左記
のA市においては、転⼊⽇が確定するまでの間、こうした処理を
⾏うことができない。また、逆に「転⼊⽇」の確認を⾏うための事
務負担が左記のA市に⽣ずることとなる。

児童⼿当を認定する際に、転出元の⾃治体に電話をし、転出予定⽇を確認しなくても消滅確認ができるような制度にしていただきたい。
例えば、下記を提案する。
①転出先の⾃治体の住⺠基本台帳ネットワークシステム等で転出元の転出予定⽇を確認できるようにする。
②転出時に児童⼿当の消滅⽇を記載した連絡票等を転出元⾃治体が作成し、申請者が転⼊⼿続きの際にその連絡票を渡すようにする。
③転⼊⽇であれば転出先の⾃治体で確認できるため、転出予定⽇ではなく、転⼊⽇を基準⽇とする。

求める措置の具体的内容
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（⽀給及び⽀払）
第⼋条 市町村⻑は、前条の認定をした⼀般受給資格者及び施設等受給資格者（以下「受給資格者」という。）に対し、児童⼿

当を⽀給する。
２ 児童⼿当の⽀給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした⽇の属する⽉の翌⽉から始め、児童⼿当を⽀給すべき

事由が消滅した⽇の属する⽉で終わる。
３ 受給資格者が住所を変更した場合⼜は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができな

かつた場合において、住所を変更した後⼜はやむを得ない理由がやんだ後⼗五⽇以内にその請求をしたときは、児童⼿当の⽀
給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した⽇⼜はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることがで
きなくなつた⽇の属する⽉の翌⽉から始める。

４ 児童⼿当は、毎年⼆⽉、六⽉及び⼗⽉の三期に、それぞれの前⽉までの分を⽀払う。ただし、前⽀払期⽉に⽀払うべきであ
つた児童⼿当⼜は⽀給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童⼿当は、その⽀払期⽉でない⽉であつても、⽀払うも
のとする。

参照条⽂

児童⼿当法（昭和46年法律第73号）（抄）
※⼦ども・⼦育て⽀援法等の⼀部を改正する法律（令和６年法律第47号）による改正後
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障害児通所⽀援事業所従業者の
⼈員基準の⾒直しについて

令和６年７⽉２３⽇
こども家庭庁⽀援局障害児⽀援課
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1

指指定障害児通所支援の事業の基準

○ 指定障害児通所⽀援事業者は、都道府県等の条例で定める基準に従い、指定障害児通所⽀援事業所ごとに、
指定通所⽀援に従事する従業者を有しなければならず、また、都道府県等の条例で定める指定通所⽀援の事
業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所⽀援を提供しなければならない。

○ 都道府県等が条例を定めるに当たっては、それぞれ以下の表に対応するとおり、内閣府令で定める基準
（に従い・を標準として・を参酌して）定めることとされている。

児童福祉法の規定

都道府県等の条例で定める基準 内閣府令で定める基準との関係

・ 指定通所⽀援に従事する従業者及びその員数 従うべき基準

・ 指定通所⽀援の事業に係る居室及び病床の床⾯積その他指定通所⽀援の
事業の設備に関する事項であって障害児の健全な発達に密接に関連するも
のとして内閣府令（※）で定めるもの

従うべき基準

・ 指定通所⽀援の事業の運営に関する事項であって、障害児の保護者の
サービスの適切な利⽤の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並
びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令（※）で定めるもの

従うべき基準

・ 指定通所⽀援の事業に係る利⽤定員 標準とすべき基準

・ その他の事項 参酌すべき基準

※児童福祉法に基づく指定通所⽀援の事業等の⼈員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚⽣労働省令第15号）

2
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○○ 対象者

児童発達支援・放課後等デイサービスの人員基準

■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児

○ 主な人員配置○ サービス内容

■ 日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練、その
他必要な支援を行う。

■■ 児童発達支援センター以外
・ 児童指導員又は保育士 10:2以上
・ 児童発達支援管理責任者 1人以上

■ 児童発達支援センター
・ 児童指導員及び保育士 ４：１以上
・ 児童指導員 １人以上
・ 保育士 １人以上
・ 児童発達支援管理責任者 １人以上

児童発達⽀援

放課後等デイサービス

○ 対象者

■ 学校教育法第1条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く。）又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が
必要と認められた障害児

○ 主な人員配置○ サービス内容

■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター
等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他必要な支援を行う。

■ 児童指導員又は保育士 10:2以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

2
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○ 介護保険法の訪問介護・通所介護・（介護予防）短期⼊所⽣活介護については、障害者総合⽀援法若しくは児童
福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共⽣型サービス」として指定が可能。

共生型サービスの概要

共⽣型サービスを活⽤することのメリット

利⽤者 ① 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で利⽤してきたサービスの継続利⽤が可能となる。
② ⾼齢者だけでなく、障害児・者など多様な利⽤者が共に暮らし⽀え合うことで、お互いの暮らしが豊かになる。

共⽣型サービス開始前

65歳を境に、なじみのある事業所から
介護サービス事業所へ移⾏する可能性。

共⽣型サービス開始後① ②

＜障害＞
⽣活介護 65歳

＜介護＞ 
通所介護

＜障害＞ 
⽣活介護

なじみのある事業所が共⽣型サービスに
なることで、65歳以降も引続き通所可。

＜介護＞
通所介護65歳

【地域の実践例】
「富⼭型デイサービス」

事業所 障害福祉事業所、介護保険事業所それぞ
れの基準を満たす必要なし。 地域 地域の実情にあわせて、限られた福祉⼈材を

有効に活⽤することが可能。
※ 障害福祉事業所の指定を受けた事業所であれば、基本的に共⽣型
サービスの指定を受けることができるよう、特例基準を設定。

介護保険と障害福祉の両制度の基準や⾼齢者と障害児・者
の⽀援内容の違いを踏まえ、サービスの質の確保に⼗分留意
をしつつ、共⽣型サービスの指定を推進

＜共⽣型＞
⽣活介護 ＋

共⽣型通所介護

＜共⽣型＞
⽣活介護 ＋

共⽣型通所介護

3
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介護保険サービス 障害福祉サービス等

ホームヘルプ
サービス ○ 訪問介護 ○ 居宅介護

○ 重度訪問介護

デイサービス ○ 通所介護
○ 地域密着型通所介護

○ ⽣活介護（主として重症⼼⾝障害者を通わせる事業所を除く）
○ ⾃⽴訓練（機能訓練・⽣活訓練）
○ 児童発達⽀援（主として重症⼼⾝障害児を通わせる事業所を除く）
○ 放課後等デイサービス（同上）

ショートステイ ○ 短期⼊所⽣活介護
○ 介護予防短期⼊所⽣活介護 ○ 短期⼊所

「通い・訪問・泊まり」
といったサービスの組
合せを⼀体的に提供
するサービス※

○ ⼩規模多機能型居宅介護
○ 介護予防⼩規模多機能型居宅介護
○ 看護⼩規模多機能型居宅介護

□ 通い

○ ⽣活介護（主として重症⼼⾝障害者を通わせる事業所を除く）
○ ⾃⽴訓練（機能訓練・⽣活訓練）
○ 児童発達⽀援（主として重症⼼⾝障害児を通わせる事業所を除く）
○ 放課後等デイサービス（同上）

 
□ 泊まり ○ 短期⼊所

※ 障害福祉サービスには介護保険の（看護）⼩規模多機能型居宅介護と同様のサービスはないが、障害福祉制度における基準該当の仕組み
により、障害児・者が（看護）⼩規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。

共生型サービスの対象となるサービス

○ 共⽣型サービス創設の⽬的に照らし、以下のサービスを対象としている。
① ⾼齢障害者の介護保険サービスの円滑な利⽤を促進する観点から、介護保険優先原則が適⽤される介護保険と
障害福祉両⽅の制度に相互に共通するサービス

② 現⾏の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
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⼤気汚染状況の常時監視測定局数の算定に
係る基準の⾒直し

管理番号20

令和６年７⽉２３⽇

環境省 ⽔・⼤気環境局
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⼤気汚染防⽌法（昭和43年6⽉10⽇法律第97号）

⼤気汚染防⽌法に基づく⼤気常時監視

都道府県⼜は市町村が処理するに当たりよるべき基準（処理基準）として、

（常時監視）
第⼆⼗⼆条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、⼤気の汚染（放射性物質
によるものを除く。第⼆⼗四条第⼀項において同じ。）の状況を常時監視しなければなら
ない。

国⺠の健康の保護及び⽣活環
境の保全のための⼤気汚染防
⽌対策の基礎資料とする。

【⼤気常時監視の⽬的】
・地域における⼤気汚染状況の把握
・発⽣源の状況の把握
・⾼濃度地域の把握
・汚染防⽌対策の効果の把握
・全国的な汚染動向、汚染に係る経年変化の把握

「⼤気汚染防⽌法第22条の規定に基づく⼤気の汚染の常時監視に関する事務の処理基準」を策定

・平成13年５⽉策定
・⼤気汚染状況の常時監視のための具体的な内容（測定対象（物質等）、測定局の数・配置、測定頻度、⽅法
等）について説明

法定受託事務

4
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⼤気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の概要

２．測定局の数及び配置 
（１）測定局数 
上記１．の測定対象に係る⼤気汚染状況を常時監視するための測定設備が設置されている施設
を測定局という。都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における測定項⽬ごとの望ましい
測定局数の⽔準を決定するものとする。望ましい測定局数の⽔準は、以下のアに規定する全国的視
点から必要な測定局数に、以下のイに規定する地域的視点から必要な測定局数を加えて算定する。 

⼤気汚染状況の常時監視のための具体的な内容（測定対象（物質等）、
測定局の数・配置、測定頻度、⽅法等）について説明

ア 全国的視点から必要な測定局数の算定 

① ⼈⼝及び可住地⾯積による算定 
② 環境濃度レベルに対応した測定局数の調整
③ 測定項⽬の特性に対応した測定局数の調整

イ 地域的視点から必要な測定局数の算定

① ⾃然的状況の勘案
② 社会的状況の勘案
③ これまでの経緯の勘案
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２ 測定局の数及び配置
ア 全国的視点から必要な測定局数の算定
① 人口及び可住地面積による算定

大気汚染物質に係る環境基準又は指針値等（以下「環境基準等」と
いう。）は、人の健康の保護の見地から設定されたものである。した
がって、大気汚染物質の人への曝露の指標となる以下の人口基準及び
可住地面積（総面積から林野面積及び湖沼面積を差し引いたもの。）
基準で算定された都道府県ごとの測定局数のうち、数の少ない方を都
道府県ごとの基本的な測定局数とする。

(a) 人口75,000人当たり１つの測定局を設置する。
(b) 可住地面積25km2当たり１つの測定局を設置する。

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて
幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに測定局数の調整
を行うこともできることとする。

② 環境濃度レベルに対応した測定局数の調整
都道府県の測定局のうち、過去３年程度の間において、測定項目ご

とに環境基準等の評価指標で最高値を示した測定局の当該最高値を以
下のように区分し、「高」に該当する測定局を有する都道府県にあっ
ては①で算定された数を、「中」に該当する測定局を有する都道府県
にあっては①で算定された数の概ね1/2の数を、「低」に該当する測
定局を有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね1/3の数を
測定項目ごとの測定局数とする。

「高」：環境基準等を未達成又は達成しているが、基準値の７割を超
える。 

「中」：環境基準等を達成しているが、基準値の３割を超え、かつ、
７割以下。 

「低」：環境基準等を達成し、かつ、基準値の３割以下。

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて
幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに上記の環境濃度
レベルに対応した測定局数の調整を行うこともできることとする。

③ 測定項目の特性に対応した測定局数の調整
(a) 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び二酸化窒素

①及び②で算定された数を測定局数とする。
ただし、自動車NOx･PM法により定めた対策地域を含む都道府県にあっ

ては、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素は、①及び②で算定された数の
概ね4/3の数を測定局数とする。 
また、光化学オキシダントの注意報が発令されていない都道府県に

あっては、光化学オキシダントは、①及び②で算定された数の概ね2/3
の数を測定局数とする。 

(b) 一酸化炭素
移動発生源による汚染が中心であることに加えて、大気環境中の濃度

が環境基準値より大幅に低減している状況から、①及び②で算定され
た数の概ね1/4の数を測定局数とする。 

(c)非メタン炭化水素
間接的な汚染物質であることから、①及び②で算定された数の概ね

1/2の数を測定局数とする。 

(a)、(b)、(c)で調整を行った結果、測定局数が「１」を下回る数値と
なった場合は「１」とする。 

（参考）⼤気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の概要
⼤気汚染防⽌法第22条に基づく⼤気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準（抜粋）
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重点15：司書教諭の設置義務の緩和（文部科学省）
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